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①運転期間の定めを炉規法から電事法へ移す

②停止期間を運転期間から除外

③高経年化した原発の審査制度の整備

規制委は何を変えようとしているのか



原発の運転期間
「原則40年」

「１回に限り、原子力規制委員会の
審査に合格すれば20年延長」
審査は劣化評価も含んでいた

原子炉等規制法

原子力規制委員会

原発の運転期間40年を超えて運
転をする場合、

「電力の安定供給への貢献」な
どを条件に経済産業省が認定

電気事業法

経済産業省

今までの制度 新制度



FoE Japan「Q＆A 原発の運転期間の延長、ホントにいいの？」



●科学的技術的でも安全側でもない改変

●炉規法を変える積極的な理由がない

●審査に時間をかけるほど延命する矛盾

●60年時の審査をどうするのかさえ決まらない

石渡委員の反対意見



①運転期間の定めは利用政策判断であり

規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない

②利用政策側で運転期間を定める方針が出た

③運転期間の定めを炉規法から削除する

山中委員長の論理立て



６．運転開始から40年という期間そのものは…発電用
原子炉施設の運転期間についての立法政策として定め
られたものである。そして、発電用原子炉施設の利用
をどのくらいの期間認めることとするかは、原子力の
利用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力
規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない。

山中委員長が唯一根拠にあげる「見解」中の文言



2023年2月8日 規制委パブコメへの回答

運転期間の定めは利用政策判断なのか？



運転期間の定めは利用政策判断なのか？





運転期間の定めは利用政策判断なのか？



６．運転開始から40年という期間そのものは…発電用
原子炉施設の運転期間についての立法政策として定め
られたものである。そして、発電用原子炉施設の利用
をどのくらいの期間認めることとするかは、原子力の
利用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力
規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない。

「見解」中の文言の作成経緯に疑問



◆令和2年7月 原子力規制委員会の見解 「運転期間延長認可の審査と
長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化との関係に関する見解」

〇事業者側から、運転期間延長認可の審査に関し、運転停止期間におけ
る安全上重要な設備の劣化については技術的に問題ないと考えられるこ
とから、一定の期間を運転期間から除外してはどうかとの提案がなされ
たことに端を発するもの

技術的意見交換会
「意見交換会は法令等の制定又は改正を目的としていない。したがって、
現行の原子炉等規制法の規定の範囲で意見交換を行った」

〇運転期間に長期停止期間を含めるべきか否かについて、科学的・技術
的に一意の結論を得ることは困難であり、劣化が進展していないとして
除外できる特定の期間を定量的に決めることはできない。



令和２年７月２２日 原子力規制委員会定例会合資料

「見解」は技術的意見交換会の結果についてのものだった



令和2年7月22日 原子力規制委員会定例会合議事録

「見解」中に文言を入れたのは山中委員長だった



山中委員はCNO会議で議論したと主張するが

令和2年7月22日 原子力規制委員会定例会合資料



2017年1月18日 CNO第１回会合議事録

更田委員（当時）は
法律に書かれており勝手な法解釈はできないと述べ

事業者の運転延長の要求を突っぱねていた



令和2年7月29日 原子力規制委員会定例会合議事録

「見解」中に文言を入れたのは山中委員長だった



①運転期間の定めは「安全規制」である

②規制委員会は炉規法を順守しなければならない

③利用政策側で運転期間を定めることはできない

規制委は炉規法の運転期間の定めを順守しなければならない
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